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D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｊ３－５００ 投影機等 
 

D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－５０ 全 投影機 

Ｊ３－５１ 全 スライド映写機 

Ｊ３－５２ 全 オーバーヘッドプロジェクター 

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６１ ビデオプロジェクター 

Ｊ１－０００ 測定用投影機 

Ｅ１－６５７ 映写機おもちゃ 

Ｆ２－３５２ 透写台 
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 
スライド映写機 オーバーヘッドプロジェクター 写真用ビュアー 
   

   
D-CLASS8 

定義 

当分類には以下の①、②のいずれかに該当するものを分類する。 

① フィルム等をスクリーンに投影するための機械器具全般。（ただし、電子的映像処理機能を有するものは

除く。）星座投影機を含む。 

② フィルムを直接視認する際にフィルムを照らす光源付機械器具全般。（ただし、透写台（Ｆ２－３５２）を除

く。） 

 

 

Ｊ３－５００ 
登録９３７０５２号 
スライドプロジェクター 

Ｊ３－５００ 
登録１０１８４５５号 
スライドフィルムの保持板 

Ｊ３－５００ 
登録１０４１７９６号 
オーバーヘッドプロジェクター 

Ｊ３－５００ 
登録１０９１４０９号 
フィルムビュアー 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

測定用投影機（Ｊ１－０００） 

ビデオプロジェクター（Ｈ７－６１） 

 ※付加的に撮影用のカメラが付いたものもＨ７－６１に分類する。 

映画用映写機（Ｊ３－７００） 

（続）この分類に含まれない物品 
透写台（内部に投光部を整えた台であって、机上に載せて使用するものを含む。） 
 

         
D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

スライド映写機 オーバーヘッドプロジェクター 写真用ビュアー 

フィルムビュアー 投影機 プラネタリウム 

   

 

Ｊ３－５００ 
登録８６２１９２号 
プラネタリウム 

Ｊ３－５００ 
登録９４２３０２号 
プロジェクター 

Ｊ３－５００ 
登録７７８２５１号 
スライドフィルム透視具 

Ｊ１－０００ 
登録８５８２４３号 
測定用投影機 

Ｈ７－６３ 
登録１１７３００５号 
液晶プロジェクター 

Ｊ３－７００ 
登録７６０４９９号 
８ミリ映画映写機 

Ｆ２－３５２ 
登録５４６５８８号 
トレース機 


